
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
四
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

俊

明

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
（
規
則
四
―
一
○
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
条
第
五
項
」
の
下
に
「
、
第
六
条
第
九
号
、
第
九
条
第
三
項
、
第
十
二
条
及
び
第
十

三
条
並
び
に
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

第
八
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
（
第
四
号
様
式
）
」
を
「
（
第
六
号
様
式
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

任
命
権
者
は
、
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
の
四
月
二
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
係
る
当
該
異
動

期
間
の
延
長
の
状
況
を
、
異
動
期
間
延
長
職
員
の
任
用
状
況
報
告
書
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
人
事
委

員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
六
条
第
五
号
中
「
勤
務
延
長
に
係
る
職
員
」
を
「
勤
務
延
長
職
員
（
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
職
員
を
い
う
。
）
」
に
、
「
期
限
の
定
め
の
な
い
職
員
と
な

つ
た
」
を
「
勤
務
延
長
職
員
で
は
な
く
な
つ
た
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

七

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
降
任
等
を
す
る
場
合

八

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
場
合

九

異
動
期
間
の
期
限
を
繰
り
上
げ
る
場
合

第
六
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
六
条
第
九
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
）

第
六
条

条
例
第
六
条
第
九
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。

一

徳
島
県
企
業
局
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企
業
管
理
規
程
第
十
三
号
）
第
二

条
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年

徳
島
県
条
例
第
二
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の

う
ち
そ
の
職
務
の
等
級
が
六
級
以
上
で
あ
る
職
員
の
職
（
条
例
第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
職
を
除
く

。
）

二

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
第
二
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
職
務
の
等
級
が
六
級
以

上
で
あ
る
職
員
の
職
（
条
例
第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
職
を
除
く
。
）

三

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
医
療
職
給
料
表
（
二
）
の
適

用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
職
務
の
等
級
が
六
級
以
上
で
あ
る
職
員
の
職
（
条
例
第
六
条
第
一
号

に
掲
げ
る
職
を
除
く
。
）

四

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
医
療
職
給
料
表
（
三
）
の
適

用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
そ
の
職
務
の
等
級
が
六
級
以
上
で
あ
る
職
員
の
職
（
条
例
第
六
条
第
一
号

に
掲
げ
る
職
を
除
く
。
）

（
異
動
期
間
の
延
長
の
承
認
に
係
る
手
続
）

第
七
条

任
命
権
者
は
、
条
例
第
九
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
異
動
期
間
の
延
長
承
認
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
に
人
事
記
録
カ
ー



ド
の
写
し
及
び
異
動
期
間
の
延
長
に
係
る
第
十
条
の
同
意
書
の
写
し
を
添
付
し
て
人
事
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
例
第
九
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督
職
）

第
八
条

条
例
第
九
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督
職
は
、
公
立
学
校
の
特
定
管
理

監
督
職
群
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
県
立
学
校
の
校
長
、
副
校
長
及
び

教
頭
と
す
る
。

（
条
例
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
任
用
）

第
九
条

条
例
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す
る
管
理
監
督
職

を
占
め
る
職
員
の
う
ち
い
ず
れ
を
そ
の
異
動
期
間
を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
た

ま
ま
勤
務
を
さ
せ
、
又
は
当
該
管
理
監
督
職
が
属
す
る
特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理
監
督
職
に
降

任
し
、
若
し
く
は
転
任
す
る
か
は
、
任
命
権
者
が
、
人
事
評
価
の
結
果
、
人
事
の
計
画
そ
の
他
の
事
情

を
考
慮
し
た
上
で
、
最
も
適
任
と
認
め
ら
れ
る
職
員
を
、
公
正
に
判
断
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
異
動
期
間
の
延
長
等
に
係
る
職
員
の
同
意
）

第
十
条

任
命
権
者
は
、
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
同
意
を
得
る
と
き
は
、
異
動
期
間
の
延
長

等
の
同
意
書
（
第
五
号
様
式
）
に
よ
り
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
例
第
十
二
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
）

第
十
一
条

条
例
第
十
二
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
定
年
前
再
任
用
（
同
条
の
規
定
に

よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ

る
情
報
と
す
る
。

一

人
事
評
価
の
結
果
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
く
従
前
の
勤
務
実
績

二

定
年
前
再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
経
験
又
は
資
格
の
有
無
そ
の
他
定
年
前

再
任
用
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
事
項

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
条
例
附
則
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

２

条
例
附
則
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
病
院
、
診
療
所
、
保
健
所
そ
の
他
の
施

設
等
に
お
い
て
医
療
業
務
に
従
事
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
（
条
例
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
師

及
び
歯
科
医
師
を
除
く
。
）
と
す
る
。

附
則
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

（
条
例
附
則
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

３

条
例
附
則
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
技
能
労
務
職
員
（
技
能
労
務
職
員
の
給

与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
技

能
労
務
職
員
及
び
同
条
に
規
定
す
る
技
能
労
務
職
員
に
相
当
す
る
職
員
で
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及

び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
六
号
）
又
は
病
院
事
業
職
員
の
給
与
の

種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を

い
う
。
）
の
う
ち
、
印
刷
、
調
理
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
繰
糸
若
し
く
は
船
舶
乗
組
み
の
業
務
又
は
庁
舎

の
警
備
、
清
掃
等
の
庁
務
若
し
く
は
道
路
の
維
持
補
修
、
洗
濯
、
炊
事
等
の
労
務
に
従
事
す
る
者
と
す

る
。

（
情
報
の
提
供
）

４

条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
提
供
す
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
（
第
三
号
及
び
第

四
号
に
掲
げ
る
情
報
に
あ
つ
て
は
、
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
（
条
例
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
者
に



あ
つ
て
は
、
年
齢
六
十
三
年
。
以
下
同
じ
。
）
に
達
し
た
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
措
置
に
関
す
る
情
報

に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
に
関
す
る
情
報

二

定
年
前
再
任
用
に
関
す
る
情
報

三

年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
以
後
の
当
該
職
員
の
給
料
月
額
を
引
き

下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特
例
措
置
に
関
す
る
情
報

四

当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
以
後
そ
の
者
の
非
違

に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
を
し
た
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基
本
額
を
当
該
職
員
が
当
該
退
職
を
し

た
日
に
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
を
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
同
額
と
す

る
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
に
関
す
る
情
報

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
た

め
必
要
で
あ
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
情
報

（
勤
務
の
意
思
の
確
認
）

５

条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
の
意
思
の
確
認
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す

る
も
の
と
す
る
。

一

引
き
続
き
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
と
し
て
勤
務
す
る
意
思

二

年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
以
後
の
退
職
の
意
思

三

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
を
い
う
。
）
と
し
て
勤
務
す
る
意
向

四

そ
の
他
任
命
権
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
四
号
様
式
中
「第

４
号
様
式

（第
７
条
関
係

）
」
を
「第

６
号
様
式

（第
１
３
条
関
係

）
」
に
、
「

第
７
条

」
を
「第

１
３
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別紙

勤 務 延 長 の 状 況 に つ い て

年 月 日から 年 月 日まで

氏 名 所 属
定年退職日 級号俸 勤務延長の期限 勤務延長の事由 職 務 内 容

生 年 月 日 職

－ ～

－ ～

－ ～

－ ～

－ ～



第
四
号
様
式
を
第
六
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



第７号様式（第１３条関係）

第 号

年 月 日

徳島県人事委員会委員長 殿

（任命権者） □印

異動期間延長職員の任用状況報告書

人事委員会規則４－１０第１３条第２項の規定に基づき，異動期間延長職員の任用状

況について，別紙のとおり報告します。



別紙

異 動 期 間 延 長 の 状 況 に つ い て

年 月 日から 年 月 日まで

氏 名 所 属
級号俸 異動期間延長の期限 異動期間延長の事由 根拠条項 職 務 内 容

生 年 月 日 職

－ ～

－ ～

－ ～

－ ～

－ ～



第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



第４号様式（第７条関係）

異動期間の延長承認申請書

第 号

年 月 日

徳島県人事委員会委員長 殿

（任命権者） □印

第２項

職員の定年等に関する条例第９条 の規定に基づき，異動期間の延長の

第４項

承認について次のとおり申請します。

異動期間の延長 所 属・職
予 定 者
の 氏 名 級 号 俸

生 年 月 日 年 月 日 定年年齢

現在の職務内容
（具体的に）

異動期間の延長の期間

異動期間の延長 年 月 日から
の 事 由

年 月 日まで

異動期間の延長後の期間

申 請 の 理 由 年 月 日から

年 月 日まで



第５号様式（第１０条関係）

異動期間の延長等に係る職員の同意書

年 月 日

（任命権者） 殿

所 属

職・氏名

私は，職員の定年等に関する条例（昭和５９年徳島県条例第４１号）

１

２

第９条第 項の規定に基づき， 年 月 日まで（更に）異動期間を延長されること

３

４

第９条第３項の規定に基づき，他の管理監督職に降任等をされること

に同意します。

注 不要な文字を抹消すること。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
一
項
の
承
認
）

２

第
三
条
の
規
定
は
、
任
命
権
者
が
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

（
令
和
四
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
）

３

改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
の
う
ち
、
当

該
職
が
基
準
日
（
同
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
（
改
正

条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
新
定
年
条
例
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
（
同
日
が
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る

場
合
に
は
、
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十

九
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
に
準
じ
た

年
齢
）
を
超
え
る
職
（
当
該
職
に
係
る
定
年
が
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
定

年
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
職
に

限
る
。
）
と
す
る
。

一

基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職

二

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職

（
改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

４

改
正
条
例
附
則
第
二
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
基

準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
定

年
条
例
定
年
（
同
日
が
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
旧
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定

年
に
準
じ
た
年
齢
）
に
達
し
て
い
る
職
員
と
す
る
。

（
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
等
）

５

改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る

。一

人
事
評
価
の
結
果
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
く
従
前
の
勤
務
実
績

二

暫
定
再
任
用
（
改
正
条
例
附
則
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
行
う
職
の
職
務
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
経
験
又
は
資
格
の
有
無
そ
の
他
暫
定
再
任
用
を

行
う
職
の
職
務
遂
行
上
必
要
な
事
項

（
改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
）

６

改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
の
う

ち
、
当
該
職
が
基
準
日
（
同
条
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け
る
定
年
相
当

年
齢
（
新
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
短
時
間
勤
務
の

職
」
と
い
う
。
）
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職

と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
新
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。



以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
定
年
相
当
年
齢
を
超

え
る
短
時
間
勤
務
の
職
（
当
該
職
に
係
る
定
年
相
当
年
齢
が
新
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年

で
あ
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職

二

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職

（
改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
）

７

改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
基
準
日
の
前

日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
定
年
相
当
年
齢

に
達
し
て
い
る
者
と
す
る
。

（
改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
）

８

改
正
条
例
附
則
第
八
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
第
六

項
に
規
定
す
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
に
お
け

る
当
該
職
に
係
る
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
同
条
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

と
す
る
。
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